
 

 

東石松第２自治区の皆様へ 
 

東石松第２自治区 

公民館長 麻生 孝義 

 

 

 

東石松第２自治区民の公民館利用について 

 

 

 東石松第２自治区には公民館はありませんが、第１公民館 又は 

第３公民館を使用して公民館活動をすることができます。 

 

東石松第２自治区の住民で、公民館での活動や行事・会議などを

希望する場合は、活動等の内容・日時・利用希望の公民館・代表者

の氏名と連絡先を東石松第２自治区公民館長までご連絡ください。

（麻生：携帯 090-3011-7027） 

 

第１公民館長 又は 第３公民館長とスケジュールを調整します。 

 

（例）ふれあいサロン・同好会活動・班会議・その他 

 

 


